
（別紙様式１）

：

：

Ⅰ　法令事務に関する点検

　１　総会等の開催及び議事録の作製

（１）総会等の開催日・公開である旨の周知状況
ア　周知している イ　周知していない又は周知していなかった

（２）総会等の議事録の作製
ア　作製している イ　作製していない又は作製していなかった

※　作製までに要した期間については、議事録の作製の手続及びそれに要した平均日数を記入

（３）議事録の内容
ア　詳細なものを作製している イ　概要のみで作製している又は作製していた

（４）議事録の公表
ア　公表している イ　公表していない又は公表していなかった

作製までに要した
期間

約１～２週間

改善措置 －

周知していない場合、
その理由

－

改善措置 －

改善措置 －

事務局窓口に備え付け

改善措置 －

公表の方法

平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

農 業 委 員 会 名

都 道 府 県 名

周知の方法 告示及び、事務局窓口に備え付け

三重県

御浜町農業委員会



２　事務に関する点検

（１）　農地法第３条に基づく許可事務

（１年間の処理件数：　２６件、うち許可２６件及び不許可０件）

（２）　農地転用に関する事務（意見を付して知事への送付）

（１年間の処理件数：３６件）

事実関係の確認

点検項目 具体的な内容

実施状況

是正措置

－

３０日処理期間（平均）申請書受理から３０日標準処理期間

議事録に記載の上公表している。実施状況

是正措置
処理期間

実施状況

是正措置

具体的な内容

－

処理期間（平均）申請書受理から３０日

　申請受付時は事務局において書類及び現地を確認し、議案書事前送
付時は地区農業委員によって総会までの間に現地確認を実施している。
なお、会長の判断により、総会までの間に、地区農業委員全員もしくは農
業委員全員での現地確認を実施している。

不許可処分の理由の詳細を説明した件数 ０件

是正措置

　申請受付時は事務局において書類及び現地を確認し、議案書事前送
付時は地区農業委員によって総会までの間に現地確認を実施している。
なお、会長の判断により、総会までの間に、地区農業委員全員もしくは農
業委員全員での現地確認を実施している。

－

　関係法令・審査基準に基づき、議案ごとに審議している。
また、議案書を事前に送付し、各農業委員において審査基準上の事前確
認が行われ、審査基準上疑義が生じた場合は、事務局を通じて必要な協
議等を行っている。

是正措置

総会等での審議

実施状況
申請者への審議結果
の通知

是正措置

申請者へ総会等での指摘や許可条件等
を説明した件数

２６件

－

　関係法令・審査基準に基づき、議案ごとに審議している。
また、議案書を事前に送付し、各農業委員において審査基準上の事前確
認が行われ、審査基準上疑義が生じた場合は、事務局を通じて必要な協
議等を行っている。

審議結果等の公表

－

実施状況

是正措置

処理期間

実施状況 標準処理期間

実施状況

是正措置 事務処理の事前周知を行う。

総会等での審議
実施状況

是正措置

３０日

－

事実関係の確認

実施状況

事務処理の事前周知を行う。

審議結果等の公表

－

議事録に記載の上公表している。

点検項目



（３）　農業生産法人からの報告への対応

（４）　情報の提供等

－

農地基本台帳の整備

実施状況

整備対象農地面積　　１，６１７ｈａ
整備方法
電算処理システムを導入し
整備。

データ更新：農地の利用状況調査結果、相続等の届出、農地法の許可、
農用地利用集積計画に基づく利用権設定等、その他補足調査を踏まえ
更新。

是正措置

６　法人

実施状況点検項目

うち報告書提出農地所有適格法人数

うち報告書の督促を行った農地所有適格法人数

０　法人

提出しなかった理由

対応方針

農地所有適格法人の要件を欠くおそれがあるため農業委
員会が必要な措置をとるべきことを勧告した農業生産法
人数

対応状況

農地所有適格法人からの報告につ
いて

うち督促後に報告書を提出した農地所有適格法人
数

うち報告書を提出しなかった農地所有適格法人

農地所有適格法人の状況につい
て

是正措置

賃借料情報の調査・
提供

実施状況

情報の提供方法：事務局窓口に備付け。

調査対象賃貸借件数　６件

点検項目 具体的な内容

作成中　　　　　６法人

農地法第６条の規定に基づき毎年、事業年
度の終了後３ヶ月以内に必ず報告させるよう
指導する。

－

公表時期
　　　　平成２８年　５月

４　法人

管内の農地所有適格法人数

調査対象権利移動等件数　３６件
取りまとめ時期
　　　　平成２９年　３月

情報の提供方法：事務局窓口に備付け。

是正措置 －

－

農地の権利移動等の
状況把握

実施状況

１０　法人

１２　法人

２　法人



※参考例　農用地利用集積計画の決定

（１年間の処理件数：　３４件、うち決定　３４件）

※その他の法令事務
　上記（１）から（４）に掲げる事務以外の総会等において意思決定を行う法令事務（農地法第３
条の２第２項に基づく許可の取消しや農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づく農用地
利用集積計画の決定等の事務）については、それぞれの事務ごとに、事実関係の確認、総会
等での審議及び審議結果等の公表等の実施状況及び是正措置を点検し、（１）の様式に準じ
て取りまとめること。

－

審議結果等の公表

総会等での審議

実施状況

　関係法令・審査基準に基づき、議案ごとに審議している。
また、議案書を事前に送付し、各農業委員において審査基準上の事前確
認が行われ、審査基準上疑義が生じた場合は、事務局を通じて必要な協
議等を行っている。

是正措置 －

実施状況 議事録に記載の上公表している。

点検項目 具体的な内容

事実関係の確認

実施状況

　申請受付時は事務局において書類及び現地を確認し、議案書事前送
付時は地区農業委員によって総会までの間に現地確認を実施している。
なお、会長の判断により、総会までの間に、地区農業委員全員もしくは農
業委員全員での現地確認を実施している。

是正措置 －

是正措置



（５）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

その他法令事務に関するもの

情報の提供等

農業生産法人からの報告への対応

農地法第３条に基づく許可事務

農地転用に関する事務



Ⅱ　法令事務（遊休農地に関する措置）に関する評価

１　現状及び課題

　

※　遊休農地面積は、農地法第３０条第１項及び第２項に規定する農地の利用状況調査により把握した
　 同条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

２　平成２８年度の目標及び実績

※１　目標欄には、別紙様式２のⅠの４の目標欄の目標値を記入
※２　実績欄には、１年間に１の遊休農地面積をどの程度減少させたかを記入

３　２の目標の達成に向けた活動

※　その他の取組状況欄には、農地の利用状況調査以外の遊休農地に対する監視活動を記入

４　評価の案

指導件数：　２件

目　　　　　標①

調査員数（実数）

１ｈａ　　

２月～３月 　　　２７人 ７月～３月

　全農業委員で地区別に調査地区を割当て巡回調査を行い、遊休化して
いる場合は当該農地等の状況を詳しく確認し、地図等に記録している。こ
れを基に所有者を割出し、今後の改善指導に向けた準備を行う。
また、この調査の他にも日頃から巡回により調査をしている。

活
動
計
画

件数：　０件 面積：　０ha

調査方法

調査結果取りまとめ時期

２月～３月

指導していない

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ）

課　　　　　題

現　　　　　状
（平成２９年１月現在）

目標に対する評価の案 未達成

活動に対する評価の案
農地の利用状況調査やパトロールにより図面上で、状況把握できているものに
は
意向調査を送付して意向を確認し、遊休農地の有効活用につなげる。

対象者：　０人

その他の取組状況

活
動
実
績

農業委員による日常的な農地パトロールを実施。

　２７人

遊休農地への指導

割合（Ｂ／Ａ×１００）

４月～７月
調査実施時期 調査員数（実数）

　狭小で生産性の低い農地を始め、様々な状況により町内各地において農業
後継者への継承や担い手への集積が行われないことなどによる耕作放棄地が
増加してきている。

1,617

農業上の利用の増進を図るために必要な措
置を講ずべきことの勧告

調査実施時期

調査方法

対象者：　２９７人

農地の利用状況
調査

遊休農地への指導

農地の利用状況
調査

調査結果取りまとめ時期

０ｈａ　　

達成状況（②／①×１００）

0%

件数：　６２３件 面積：　３７ha

　全農業委員で地区別に調査地区を割当て巡回調査を行い、遊休化して
いる場合は当該農地等の状況を詳しく確認し、地図等に記録している。こ
れを基に所有者を割出し、今後の改善指導に向けた準備を行う。
また、この調査の他にも日頃から巡回により調査をしている。

指導対象者：調査中

実施時期：随時

実　　　　　績②

遊休農地である旨の通知
指導面積：　０ha

ha 183 ha 11.32 %



５　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

６　地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

活動に対する評価

目標の評価案に
対する意見等

目標に対する評価

活動の評価案に
対する意見等



Ⅲ　促進等事務に関する評価

１　認定農業者等担い手の育成及び確保

（１）　現状及び課題

　 農家数

　うち主業農家

農業生産法人数

※　農業者や農業経営体の把握時点が異なる場合には、欄外にそれぞれの把握時点を注記

（２）　平成２８年度の目標及び実績

※１　目標欄には、別紙様式２のⅡの１の（４）の目標欄の目標値を記入　
※２　実績欄には、１年間に（１）の認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体をどの程度増加させたか

を記入

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動　

（４）　評価の案

（５）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（６）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

課　　　　　題
　農業従事者の高齢化、農業後継者不足等により農家人口が年々減少しており、認定
農業者等の担い手を育成し確保する必要がある。

７１４戸　

１７２経営　
１４０戸　

１２法人　

特定農業団体

目標の評価案に
対する意見等

活動に対する評価の案

達成

現　　　　　状
（平成２９年３月現在）

各部会や会議、打合せ等の
機会に応じ、特定農業法人
制度の周知や普及を図る。

０法人　　 ０団体　　　

0%

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

０団体　　　０法人　　８経営　　実　　　　　績　②

活動実績

　随時、町・県・ＪＡ・改良区の
会議等で顔を合わす機会に
おいて、町とともに各農業委
員から若手農業者等への認
定農業者制度の周知を図っ
た。

活動計画

特定農業団体特定農業法人

活動の評価案に
対する意見等

達成 達成

認定農業者

認定農業者

各部会や会議、打合せ等の
機会に応じ、特定農業団体
制度の周知や普及を図る。

　随時、各自参加する会議等
の中で、認定農業者制度の
周知を図る。

　農業に関心を持つ企業等
に対し、情報提供・支援等を
行う。

　農業に関心を持つ団体等
に対し、情報提供・支援等を
行う。

400.00% 0%
達 成 状 況

（②／①×１００）

積極的な認定農業者の獲得を行った。

０団体　

部会や会議において検討を行った。

特定農業法人

０法人　

２経営　　目　　　　　標　①

認定農業者 特定農業法人

目標に対する評価の案

部会や会議において検討を行った。

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

目標に対する評価

活動に対する評価

特定農業団体



２　担い手への農地の利用集積

（１）　現状及び課題

　

※　これまでの集積面積は、把握時点において担い手へ利用集積されている農地の総面積を記入

（２）　平成２８年度の目標及び実績

※１　目標欄には、別紙様式２のⅡの２の（４）の目標欄の目標値を記入　
※２　実績欄には、１年間に（１）の集積面積をどの程度増加させたかを記入

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動　

（４）　評価の案

（５）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（６）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

　計画した活動については、概ね速やかに行うことができている。ただし、耕作
放棄された農地や生産性の低い農地等の申出については、厳しい農業事情か
ら利用権設定等に至らず対応に苦慮している。

達成

活動実績

達成状況（②／①×１００）

180%

活動に対する評価の案

　あっせん希望者等の内、出し手の申出において、生産性の高い柑橘園や基盤整備実
施地域の水田等の優良な農地については、利用権設定等が速やかに行われた。

48９ｈａ　　　

目標に対する評価

活動の評価案に
対する意見等

活動に対する評価

目標の評価案に
対する意見等

30.29%
現　　　　　状

（平成２９年３月現在）

管内の農地面積

目標に対する評価の案

活動計画

課　　　　　題

これまでの集積面積 集積率

　あっせん希望者等の出し手と認定農業者等の受けての意向を十分に把握し、両者を
適切に結び付けて利用権設定等を進める。特に、生産性の高い柑橘園や基盤整備実
施地域の水田等の優良な農地については、認定農業者等の担い手への利用権設定等
速やかに進める。

９ｈａ　　５ｈａ　　

　農業従事者の減少・高齢化等による遊休農地の増加、農作物価格の低迷、獣害によ
る被害と、農業経営に対する意欲が上がりにくい状況の中、担い手農家への農地の流
動を図るのが困難な状況である。
　農地が耕作放棄地になってしまう前に、いかに担い手へ優良な農地を集積していくか
を模索している。

１６１７ｈａ　　

目　　　　　標① 実　　　　　績②



３　違反転用への適正な対応

（１）　現状及び課題

　

※　違反転用面積は、把握時点において管内で農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定等に違反して
転用されている農地の総面積を記入

（２）　平成２８年度の目標及び実績

※１　目標欄には、別紙様式２のⅡの３の（４）の目標欄の目標値を記入　
※２　実績欄には、１年間に（１）の違反転用面積をどの程度減少させたかを記入

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動

（４）　評価の案

（５）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（６）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

農地パトロールを実施し、違反転用の防止に取り組んだ結果、違反転用を未然に防い
でいる。

０ｈａ　　 0%

目標に対する評価の案

現　　　　　状
（平成２９年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

１６１７ｈａ　　 ０ｈａ　　　 0.00%

活動の評価案に
対する意見等

目標の評価案に
対する意見等

達成

目　　　　　標①

課　　　　　題

　農業者の高齢化や後継者不足問題等の影響を受け、遊休農地が増加傾向にある中、
残土等の不法投棄等が起こらないよう、随時警戒しなくてはならない。
特に山間部においては、地元農業者の目も行き届かないため、違反転用の発見が遅れ
がちになる恐れがあることから、重点的な監視活動が必要。

実　　　　　績② 達成状況（②／①×１００）

活動に対する評価の案

活動に対する評価結果

活動計画

○違反転用の発生を未然に防ぐ
　農地パトロール、県や土地改良区と連携を図りながら違反転用発生の未然防止に努め
る。
○違反転用の発生防止に向けた取組
　農業委員等による日頃の監視の中で、違反転用の防止に取組む。また機会あるごとに
住民に対し違反転用が犯罪であることを周知していく。

活動実績
　農地パトロールを実施し、違反転用の防止に取り組んだ。今後も違反転用が発生しな
いように農地パトロールを継続して行い、違反転用を未然に防いでいく。

０ｈａ　　

目標に対する評価結果



（別紙様式１）

：

：

Ⅰ　農業委員会の状況（平成２９年４月１日現在）

　１　農家・農地等の概要

※　農林業センサスに基づいて記入。

※農業委員会調べ

２　農業委員会の現在の体制

旧制度に基づく農業委員会 H 年 月 日

新制度に基づく農業委員会 H 3 1 年 3 月 3 1 日

農地利用最適化推進委員

＊現在の体制を記載することとし、旧･新いずれかの記載事項は削除

中立委員 － 17

女性 － 2

40代以下 － 0

農業委員数 19 19

認定農業者 － 12

認定農業者に準ずる者 － 0

地区数

定数 実数 8 8 4

任期満了年月日

     農業委員 定数 実数

40代以下

女性

認定農業者

土地改良推薦 議会推薦 計

農業委員数

※１　耕地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入
※２　経営耕地面積は、農林業センサスに基づいて記入
※３　遊休農地面積は、農地法第30条第１項の規定による農地の利用状況調査により把握した第32条第１項
       第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

任期満了年月日

選挙委員 選任委員
合計

定数 実数 農協推薦 共済推薦

183

農地台帳面積 485 1132 - - 0 1617

遊休農地面積 98 85 15 70 0

1290

経営耕地面積 161 523 10 513 0 684

牧草畑

耕地面積 301 989 - - 0

単位:ｈａ

田 畑 計
普通畑 樹園地

副業的農家数 306 特定農業団体 0

集落営農組織 0

主業農家数 140 ※　農林業センサスに基づい
て記入。

農業参入法人 1

準主業農家数 82 集落営農経営 0

販売農家数 528 40代以下 33 認定新規就農者 3

自給的農家数 186 女性 372 基本構想水準到達者 6

経営数（経営）

総農家数 714 農業就業者数 795 認定農業者 172

平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画

都 道 府 県 名 三重県

農 業 委 員 会 名 御浜町農業委員会

農家数(戸) 農業者数(人)



Ⅱ　担い手への農地の利用集積・集約化

１　現状及び課題

※１　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入

２　平成２９年度の目標及び活動計画

※１　集積面積は、当該年度末時点で担い手へ利用集積されている農地の総面積を記入

※３　活動計画は、目標の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

Ⅲ　新たな農業経営を営もうとする者の参入促進

１　現状及び課題

　

２　平成２９年度の目標及び活動計画

※１　目標は、１年間に新たに参入させる新規参入者数及び参入目標面積を記入
※２　活動計画は、目標の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

活動計画

　担い手育成に取り組んでいる農林水産課が、町が策定した農業経営基盤強化基
本構想により、平成３１年度までに認定農業者数を２３０経営と定めているため、農
業委員会としても農林水産課と連携し当該目標の達成を目指す必要があると考え
る。

※１　新規参入者数は、過去３年の農地の権利移動を伴う各年度ごとの新たな新規参入数
　　 を記入し、法人雇用や親元就農は含まない（欄の最も右が昨年度）

※２　新規参入者が取得した農地面積は、上段で記入した経営体が取得した農地面積の合計を記入

参入目標数 ２　経営体　　 参入目標面積 ０　ｈａ　　

２８年度新規参入者
が取得した農地面積

０　ｈａ　　 ０　ｈａ　　 ０　ｈａ　　

課　　　　　題

人口減少により、新たに農業経営を営もうとする者が少ない。
農作物の価格の低迷による、農業経営の難しさが新規参入を困難にしている。

※２　新規集積面積は、集積面積のうち１年間に新規集積面積（非担い手が自作又は利用していた農地
　　　のうち、担い手に対して権利の設定・移転させた農地）をどの程度増加させるかを記入

新規参入の状況

２６年度新規参入者数 ２７年度新規参入者数 ２８年度新規参入者数

　　　　　　　　　２　　　　経営体　　　　　　　４　　　　　　経営体　　　　　　　　７　　　　　経営体

２６年度新規参入者
が取得した農地面積

２７年度新規参入者
が取得した農地面積

※２　これまでの集積面積は、把握時点において担い手（認定農業者及び農業委員会法施行規則第10条で
　　　定める者）へ利用集積されている農地の総面積を記入

目　　標
集積面積　　　　　４９６　　　　　ｈａ  　　　　（うち新規集積面積　　　　７　　　　ｈa）

目標設定の考え方：担い手への農地の集積に取り組んでいる農林水産課が、町が策定した農業経営基盤強化基本構想により、平成３１年度までに担
い手への農地集積面積を５１１ｈａと定めているため、農業委員会としても農林水産課と連携し当該目標の達成を目指す必要があると考える。

活動計画

担い手への円滑な権利移動ができるよう、広報誌やリーフレット等を活用、また各
部会や会議等の場を通じて農用地利用集積計画による利用権設定の制度等を周
知していく。

集積率

1617ｈａ　　 ４８９ｈａ　　　 30.24%

課　　　　　題

農業従事者の減少・高齢化等による遊休農地の増加、農作物価格の低迷、獣害による被害と、農業経営に対する
意欲が上がりにくい状況の中、担い手農家への農地の流動を図るのが困難な状況である。
　農地が耕作放棄地になってしまう前に、いかに担い手へ優良な農地を集積していくかを模索している。

現　　　　　状
（平成２９年３月現在）

管内の農地面積 これまでの集積面積



Ⅳ　遊休農地に関する措置

１　現状及び課題
　

２　平成２９年度の目標及び活動計画

※１　遊休農地の解消面積は、当該年度末時点の遊休農地の解消面積を記入
※２　遊休農地の解消面積は、市町村等が策定した目標を農業委員会が共有している場合には、当該市町村等

  の目標を記入しても差し支えない
※３　「その他」欄には、利用状況調査･意向調査以外の遊休農地解消のための活動を記入

Ⅴ　違反転用への適正な対応

１　現状及び課題

　

※　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入
※　違反転用面積は、把握時点において管内で農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定等に違反して

転用されている農地の総面積を記入

２　平成２９年度の活動計画

活動計画

○違反転用の発生を未然に防ぐ
　農地パトロール、県や土地改良区と連携を図りながら違反転用発生の未然防止に努める。
○違反転用の発生防止に向けた取組
　農業委員等による日頃の監視の中で、違反転用の防止に取組む。また機会あるごとに住民に対し違反転用が犯罪であることを周知していく。

※　活動計画は、違反転用の解消や早期発見･未然防止のために何月に何を行うのか等詳細
    かつ具体的に記入

現　　　　　状
（平成２９年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ）

１,６１７　ｈａ　　 ０　ｈａ　　　

課　　　　　題

農業者の高齢化や後継者不足問題等の影響を受け、遊休農地が増加傾向にある中、残土等の不法投棄等が起こ
らないよう、随時警戒しなくてはならない。特に山間部においては、地元農業者の目も行き届かないため、違反転用
の発見が遅れがちになる恐れがあることから、重点的な監視活動が必要。

農地の利用意向
調査

実施時期 調査結果取りまとめ時期

１１月～１月 １１月～３月

その他

活
動
計
画

農地の利用状況
調査

調査員数（実数） 調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

2７　　　人 ２月～３月 ４月～７月

調査方法

全農業委員及び最適化推進委員で地区別に調査地区を割当て、巡回調査
を実施し、遊休化している場合は、当該農地等の状況をさらに詳しく確認し、
地図等に記録している。これを基に所有者を割り出し、今後の改善指導に役
立てる。
　この他、日頃の巡回による調査を実施している。

課　　　　　題
狭小で生産性の低い農地を始め、様々な状況により町内各地において農業後継
者への継承や担い手への集積が行われないことなどによる耕作放棄地が増加して
きている。

※１　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積と農地法第30条第１項の規定による農地の
　　　利用状況調査により把握した同法第32条第１項第１号の遊休農地の合計面積を記入
※２　遊休農地面積は、農地法第30条第１項の規定による農地の利用状況調査により把握した第32条第１項第１号
　　　又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

目　　標

遊休農地の解消面積　　　　　　　　　　１　　　ｈａ
目標設定の考え方：遊休農地の所有者等に対する指導によって、遊休農地の解消
を目指すことが必要。

現　　　　　状
（平成２９年１月現在）

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

1,617ｈａ　　 １８３ｈａ　　　 11.31%


